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は
じ
め
に

　

バ
チ
カ
ン
図
書
館
所
蔵
マ
リ
オ
・
マ
レ
ガ
神
父
収
集
文
書（
以
下
、「
マ
レ
ガ
文
書
」

と
表
記
）
は
、
一
九
二
九
年
に
来
日
し
大
分
教
会
等
で
布
教
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
人

神
父
マ
リ
オ
・
マ
レ
ガ
氏
（
一
九
〇
二
～
一
九
七
八
）
が
、「
豊
後
キ
リ
シ
タ
ン
関

係
史
料
」
に
つ
い
て
調
査
研
究
す
る
過
程
で
収
集
し
た
史
料
群
で
あ
る
。
長
く
所
在

不
明
で
あ
っ
た
こ
の
史
料
群
が
、
多
く
の
方
々
の
御
尽
力
に
よ
り
発
見
さ
れ
、
現
在

調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
報
告
者
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
・
二
〇
一
四
年
九
月
・

二
〇
一
五
年
二
月
に
実
施
さ
れ
た
概
要
調
査
に
参
加
し
、
マ
レ
ガ
文
書
の
整
理
に
携

わ
っ
た
。ま
た
、二
〇
一
四
～
一
五
年
度
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
特
定
共
同
研
究「『
豊

後
切
支
丹
史
料
』
及
び
そ
の
原
文
書
の
史
料
学
的
研
究
」
に
参
加
し
、
大
分
県
内
の

キ
リ
シ
タ
ン
関
係
の
史
料
群
を
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。

　

マ
レ
ガ
文
書
は
、
大
部
分
が
一
七
世
紀
以
降
の
豊
後
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制

下
の
文
書
だ
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
分
県
内
の
公
的
機
関
や
個
人
宅
に
も
、

キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
下
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
文
書
類
が
散
見
さ
れ
る
。
豊
後
キ
リ
シ

タ
ン
関
係
の
研
究
に
マ
レ
ガ
文
書
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
マ

レ
ガ
文
書
の
調
査
研
究
に
際
し
て
大
分
県
下
に
残
さ
れ
て
き
た
古
文
書
等
の
史
料
や

キ
リ
シ
タ
ン
関
係
遺
跡
・
遺
物
を
踏
ま
え
る
こ
と
も
欠
か
せ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

総
体
と
し
て
こ
れ
ら
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
下
の
具
体
的
・

多
角
的
な
検
討
が
可
能
と
な
る
と
考
え
る
。

　

本
報
告
で
は
、
参
加
し
た
調
査
研
究
の
成
果
の
一
端
と
し
て
、
現
在
ま
で
の
マ
レ

ガ
文
書
の
概
要
調
査
及
び
大
分
県
下
に
残
さ
れ
て
い
る
史
料
群
の
調
査
を
通
し
て
、

豊
後
国
臼
杵
藩
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
開
始
期
の
文
書
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
き
た
い
。

一
．
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
の
文
書

　

江
戸
幕
府
に
よ
る
本
格
的
な
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
は
、
慶
長
一
七
年
（
一
六
一
二
）

八
月
六
日
発
令
の
「
条
々
」
の
第
二
条
に
「
伴
天
連
門
徒
御
制
禁
」
が
明
記
さ
れ
た

こ
と
に
始
ま
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
臼
杵
藩
は
、
高
田
（
大
分
市
）・
野
津
（
臼
杵
市
）

の
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
に
在
住
し
て
い
た
宣
教
師
た
ち
を
追
放
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に

取
り
組
み
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）・
元

和
八
年
（
一
六
二
二
）・
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
を
中
心
に
多
く
の
キ
リ
シ
タ

ン
が
転
宗
し
て
い
る
。

　

臼
杵
藩
に
お
い
て
表
面
上
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
た
寛
永
一
二

年（
一
六
三
五
）、藩
は
起
請
文（「
き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
ニ
付
起
請
文
前
書
之
事
」）

を
作
成
さ
せ
て
い
る
。
起
請
文
に
は
「
今
度
従　

公
儀
稠
御
法
度
被　

仰
出
ニ
付
」

と
あ
り
、
幕
府
が
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
の
禁
止
を
厳
し
く
申
し
渡
し
た
こ
と
に
起
因
し

て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
史
料
１
（
図
１
）
は
、
同
年
一
一
月
八
日
付
け
で
横
尾

（
１
）

（
２
）

（
３
）

研
究
報
告マ

レ
ガ
文
書
に
み
る
臼
杵
藩
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
開
始
期
の
文
書

佐　
　

藤　
　

晃　
　

洋
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村
（
大
分
市
）
の
惣
二
郎
の
家
族
及
び
小
者
、

下
女
、
名
子
等
の
家
内
（
以
下
、
家
族
を
は
じ

め
小
者
、
下
女
、
名
子
等
を
含
む
家
内
を
「
い

え
」
と
表
記
）
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
文
書
で

あ
る
。

［
史
料
１
］

　
　

�

き
り
し
た
ん
宗
問
御
改
ニ
付
起
請
文
前
書

之
事

　

一�

私
儀
、
妻
子
・
召
使
者
共
ニ
終
ニ
き
り
し

た
ん
宗
旨
ニ
不
罷
成
、
禅
宗
苻
内
万
寿
寺

之
旦
那
ニ
而
御
座
候
、
度
々
被
成
御
改
、

去
年
、
去
々
年
も
書
物
を
仕
、
彼
寺
之
旦

那
紋
無
御
座
候
旨
、
証
文
ヲ
取
差
上
ケ
申

候
処
ニ
、
今
度
従　

公
儀
稠
御
法
度
被　

仰
出
ニ
付
、
又
右
之
寺
ノ
住
持
此
起
請
文

ニ
う
ら
判
を
取
、
上
ケ
申
候
、
我
等
屋
敷

之
内
家
之
内
ノ
老
若
男
女
僮
子
ま
て
も
、

此
誓
紙
ニ
は
つ
れ
申
者
壱
人
も
無
御
座

候
、
若
心
中
ニ
き
り
し
た
ん
を
守
り
申
儀

も
可
有
御
座
か
と
為
可
被
思
召
、
き
り
し

た
ん
起
請
文
を
仕
上
ケ
申
候
、
て
い
う
す
、
き
り
し
と
、
さ
ん
た
ま
り
や
、
あ

ん
し
よ
、
へ
や
と
の
御
罰
蒙
、
永
ク
ゐ
ん
へ
る
の
ニ
お
ち
可
申
候
、
こ
ん
せ
い

し
や
、
し
ゆ
ら
め
ん
と
、
偽
少
も
不
申
上
候
、
若
少
も
偽
於
申
上
テ
は
、
忝
も

　

日
本
国
中
大
小
之
神
祇
、
八
幡
大
菩
薩
、
愛
宕
山
大
権
現
、
当
国
に
て
ハ
由

布
原
八
幡
宮
、
関
六
所
大
権
現
、
祇
園
牛
頭
天
王
、
別
而
氏
神
、
各
御
罰
を
可

被
蒙
者
也
、
仍
起
請
文
如
件

　
　
　
　
　

寛
永
拾
弐
年

　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
八
日

　

 

「
此
惣
二
郎
、
妻
子
、
男
女
合
十
四
人
ハ
㊞

　
　

当
寺
之
檀
那
紛
無
御
座
候　
　
　

 

よ
こ
を
む
ら
御
蔵
入

　
　
　
　

 

府
内　
　
　
　
　
　
　
　

雇
主
弥
右
衛
門
旁

　
　
　
　

 　

万
寿
寺
㊞
」　　
　
　
　
　

御
奉
公　

惣
二
郎�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
房　
　
　

〇�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ　
　
　

作
介　
　
　

花
押�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
者　
　

弥
二
郎　
　

〇�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

藤
四
郎　
　

〇�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
女　
　

し
を　
　
　

〇�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
や　
　

甚
右
衛
門　

〇�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弟　
　
　

久
作　
　
　

㊞�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
房　
　
　

〇�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
も
と　
　

〇�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
こ　
　

久
蔵　
　
　

〇�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

三
四
郎　
　

〇�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ
そ　
　
　

〇�

（
血
判
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
と　
　
　

〇�

（
血
判
）

　
　
　
　

土
屋
次
郎
左
衛
門
殿

　
　
　
　

持
田
弥
左
衛
門
殿

　

こ
れ
を
み
る
と
、
惣
二
郎
の
「
い
え
」
の
合
計
一
四
名
は
「
終
ニ
き
り
し
た
ん
宗

旨
ニ
不
罷
成
」、
府
内
（
大
分
市
）
万
寿
寺
の
旦
那
で
あ
る
こ
と
を
記
し
、
各
自
が

確
認
し
、
万
寿
寺
が
署
名
捺
印
し
内
容
を
証
明
し
て
い
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策

に
お
い
て
、
人
々
は
必
ず
寺
院
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
所
属
し
た
寺
院
を
檀
那

寺
、
寺
院
に
所
属
し
た
者
を
旦
那
や
檀
家
等
と
呼
ん
だ
。

（
マ
ヽ
）

（
マ
ヽ
）

（
紛
）

（
別
筆
）

（
略
印
）

図１�　「きりしたん宗門御改ニ付起請文前書之事」（マレガ文書Ａ２.�
４.�10.�１.�１）
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各
自
の
確
認
は
、
血
判
に
加
え
、
惣
二
郎
は
自
署
、
花
押
一
人
、
押
印
一
人
、
他

は
略
印
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
昨
年
・
一
昨
年
も
キ
リ
シ
タ
ン
で

な
い
こ
と
を
記
し
た
証
文
を
提
出
し
、
檀
那
寺
の
証
明
も
付
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
か
ら
宗
門
改
に
際
し
て
証
文
を
作
成
し
、
檀
那
寺

の
証
明
も
付
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
檀
那
寺
は
、
旦
那
一
四
人
と

い
う
人
数
に
間
違
い
が
無
い
こ
と
を
、人
数
と
寺
名
の
下
に
捺
印
し
証
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
の
起
請
文
が
、
マ
レ
ガ
文
書
Ａ
６
に
約
八

〇
通
含
ま
れ
て
い
る
。
起
請
文
の
文
面
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
雛
形
が
示

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
起
請
文
は
村
組
毎
に
集
約
さ
れ
、
庄
屋
が
「
い
え
」
毎
・
男
女
別
に
人
数
を

記
し
最
後
に
村
組
の
人
数
と
起
請
文
数
を
集
計
し
て
、「
き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
之

御
帳
」
を
作
成
し
、
藩
宗
門
方
に
提
出
し
て
い
る
。
史
料
２
は
、
寛
永
一
二
年
（
一

六
三
五
）
一
一
月
二
〇
日
付
け
の
井
野
村
組
（
臼
杵
市
）
の
「
き
り
し
た
ん
宗
門
御

改
之
御
帳
」
で
あ
る
。

［
史
料
２
］

　
　
　
　

き
り
し
た
ん
御
改
ニ
付
起
請
文
人
数
ノ
御
帳

　
　
　
　
　
　
　
　

 

井
野
村
組

　
　
　

高
千
弐
拾
三
石
四
斗
七
升
九
合
九
勺　
　
　

御
蔵
納　

給
所

　

一
清
左
衛
門
尉　
　

家
内　
　
　

拾
壱
人　
　
　
　

内
男
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
六
人

　

一
善
兵
衛　
　
　
　

家
内　
　
　

九
人　
　
　
　
　

内
男
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
四
人

　

一
九
郎
右
衛
門
尉　

家
内　
　
　

八
人　
　
　
　
　

内
男
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
三
人

　

一
清
八　
　
　
　
　

家
内　
　
　

六
人　
　
　
　
　

内
男
四
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
弐
人

　

一
甚
兵
衛　
　
　
　

家
内　
　
　

三
人　
　
　
　
　

内
男
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
弐
人

　

一
少
六　
　
　
　
　

家
内　
　
　

五
人　
　
　
　
　

内
男
弐
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
三
人

　
　

 

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　

男
合
三
百
八
人

　
　
　
　
　
　

女
合
弐
百
七
拾
五
人

　
　
　

男
女
惣
合
五
百
八
拾
三
人

　
　
　

起
請
文
数
合
六
拾
九

　
　

�

右
之
外
、
私
触
内
ニ
壱
人
も
誓
紙
ニ
は
つ
れ
申
者
無
御
座
候
、
若
隠
置
申
通
、

以
来
被
聞
召
出
候
ハ
ヽ
、
両
人
之
庄
屋
曲
事
ニ
可
被
仰
付
候

　
　
　

寛
永
拾
弐
年

　
　
　
　
　
　

十
一
月
廿
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
野
村　

源
助　
　

花
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
村　
　

加
兵
衛　

花
押

　
　
　
　

伊
藤
兵
太
夫
殿

　
　
　
　

上
川
清
兵
衛
殿

　

内
題
は
「
き
り
し
た
ん
御
改
ニ
付
起
請
文
人
数
ノ
御
帳
」
と
な
っ
て
お
り
、
男
女

合
計
五
八
三
人
、
起
請
文
数
六
九
通
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
起
請
文
数
は
、
記
載
さ

れ
て
い
る
「
い
え
」
数
と
一
致
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
柴
尾
村
組
（
臼
杵
市
）
の
「
き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
之
御
帳
」
を
み
る
と
、

（
４
）

（
５
）

　
　

寛
永
拾
弐
年　
　
　
　
　

井
野
村
組

　

き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
之
御
帳

　
　

十
一
月
廿
日　
　
　
　
　

伊
藤
兵
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
川
清
兵
衛

（
６
）
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次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

［
史
料
３
］

　
　
　
　

き
り
し
た
ん
御
改
ニ
付
起
請
文
人
数
ノ
御
帳

　
　
　
　
　
　

柴
尾
平
左
衛
門
組
家
内
人
数

　
　
　

御
高
百
六
拾
四
石
壱
升
弐
合
八
勺　
　
　
　

御
蔵
納　

給
所

　

一
平
左
衛
門　
　
　

家
内　
　
　

拾
六
人　
　
　
　

内
男
七
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
九
人

　

一
助
右
衛
門　
　
　

家
内　
　
　
　

四
人　
　
　
　

内
男
弐
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
弐
人

　

一
次
郎
介　
　
　
　

家
内　
　
　
　

九
人　
　
　
　

内
男
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
四
人

　

一
三
ノ
助　
　
　
　

家
内　
　
　
　

六
人　
　
　
　

内
男
四
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
弐
人

　

一
少
五
郎　
　
　
　

家
内　
　
　
　

三
人　
　
　
　

内
男
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

女
弐
人

　
　

 

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　

男
合
弐
百
六
拾
九
人　
　

内
五
人
ハ
前
き
り
し
た
ん

　
　
　
　
　
　

女
合
弐
百
五
拾
七
人　
　

内
五
人
前
き
り
し
た
ん

　
　
　

男
女
合
五
百
弐
拾
六
人

　
　
　

起
請
文
数
合
七
拾
二

　
　

�

右
之
外
、
私
触
内
ニ
壱
人
も
誓
紙
ニ
は
つ
れ
申
者
無
御
座
候
、
若
隠
置
申
通
、

以
来
被
聞
召
出
候
ハ
ヽ
、
□
屋
曲
事
ニ
可
被
仰
付
□

　
　
　

寛
永
拾
弐
年

　
　
　
　
　
　

十
一
月
廿
日�

柴
尾
村

　
　

　
　
　
　

伊
藤
兵
太
夫
殿

　
　
　
　

上
川
清
兵
衛
殿

　

男
女
合
計
五
二
六
人
、
起
請
文
数
（「
い
え
」
数
）
七
二
通
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

井
野
村
組
の
「
き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
之
御
帳
」（
史
料
２
）
に
は
記
載
さ
れ
て
い

な
い
「
男
合
弐
百
六
拾
九
人
、
内
五
人
ハ
前
き
り
し
た
ん
、
女
合
弐
百
五
拾
七
人
、

内
五
人
前
き
り
し
た
ん
」と
い
う
村
組
内
の「
前
き
り
し
た
ん（
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
）」

の
人
数
が
集
計
さ
れ
て
い
る
。井
野
村
組
に
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
な
か
っ
た
の
か
、

記
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
な
の
か
検
討
す
る
た
め
に
も
、
他
村
の
「
き
り
し
た
ん
宗
門

御
改
之
御
帳
」
が
マ
レ
ガ
文
書
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

な
お
、
起
請
文
や
「
き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
之
御
帳
」
を
藩
に
提
出
す
る
際
に
、

各
村
組
の
庄
屋
に
は
別
に
請
状
（「
重
而
き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
被
成
ニ
付
御
請
状

之
事
」）
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
一
二
月
一

四
日
付
け
の
東
神
野
村
（
臼
杵
市
）
の
「
重
而
き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
被
成
ニ
付
御

請
状
之
事
」（
史
料
４
、図
２
）を
み
る
と
、起
請
文
の
内
容
に
間
違
い
が
無
い
こ
と
、

「
拾
人
組
」
で
相
互
監
視
す
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

［
史
料
４
］

　
　
　

重
而
き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
被
成
ニ
付
御
請
状
之
事

　

一�
度
々
き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
被
成
書
物
仕
指
上
申
候
処
ニ
、
今
度
従　

公
儀
御

法
度
稠
被　

仰
出
ニ
付
而
、
面
々
召
仕
申
下
々
之
者
老
若
男
女
童
ニ
迄
も
、
心

中
ニ
き
り
し
た
ん
宗
門
を
守
り
不
申
旨
人
別
ニ
起
請
文
を
仕
、
唯
今
上
申
候
、

其
家
々
ニ
有
之
老
若
男
女
童
ニ
至
迄
起
請
文
ニ
は
つ
れ
申
者
壱
人
も
無
御
座
候

御
事

　
　

寛
永
拾
弐
年　
　
　
　
　

柴
尾
村
与

　

き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
之
御
帳

　
　

十
一
月
廿
日　
　
　
　
　

伊
藤
兵
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
川
清
兵
衛

（
庄
）

（
候
）

（
下
部
欠
損
）

（
７
）
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一�
銘
々
ニ
起
請
文
を
仕
上
申
、
其
上
ニ
拾
人

組
ニ
書
物
被
仰
付
、
其
書
物
我
等
預
り
置

申
候
、
組
常
々
油
断
不
仕
候
様
ニ
、
毎
月

組
頭
・
弁
指
共
ニ
可
申
渡
候
、
拾
人
組
之

内
召
仕
申
男
女
ニ
至
迄
、
不
審
成
者
御
座

候
ハ
ヽ
組
中
よ
り
可
申
出
候
、
若
其
組
ニ

拾
人
な
か
ら
申
合
心
中
ニ
き
り
し
た
ん
た

も
ち
申
者
も
御
座
候
ハ
ヽ
、
不
断
精
を
入

承
出
し
、
御
郡
代
様
へ
可
申
上
候
御
事

　

一�

若
御
領
内
ニ
は
て
れ
ん
参
候
ハ
ヽ
、
承
出

可
申
上
候
、
為
御
褒
美
と
銀
子
弐
拾
枚
、

入
満
を
聞
出
し
申
上
者
に
も
銀
子
拾
枚
、

宗
門
之
者
を
聞
出
し
申
上
者
に
も
相
応
之

御
褒
美
可
被
下
旨
被
仰
出
候
、
召
仕
申

下
々
之
男
女
ニ
至
迄
、
右
之
通
委
申
聞
せ

随
分
聞
立
可
申
上
候
御
事

　

一�

当
村
堂
・
宮
・
岩
崫
な
と
村
中
の
者
罷
出

無
残
所
御
案
内
者
仕
念
を
入
穿
鑿
仕
候
へ

共
、
不
審
成
者
壱
人
も
無
御
座
候
、
此
以

後
も
不
断
左
様
之
所
迄
も
心
を
付
相
改
、

若
不
審
成
事
御
座
候
ハ
ヽ
御
郡
代
様
へ
可

申
上
候
御
事

　

一�

諸
牢
人
・
商
人
・
く
す
し
・
諸
勧
進
・
乞
食
・
非
人
ニ
至
迄
御
覧
被
成
候
こ
と

く
種
々
穿
鑿
仕
候
へ
共
不
審
成
者
無
御
座
候
、
此
以
来
も
左
様
之
所
弥
念
を
入

改
可
申
候
、
当
所
よ
り
他
所
へ
牢
人
仕
居
以
来
罷
帰
申
者
、
又
他
所
よ
り
当
所

へ
参
申
者
御
座
候
時
は
、
我
等
罷
出
宗
門
を
相
改
慥
成
者
ニ
て
御
座
候
ハ
ヽ
拾

人
組
ニ
入
可
申
候
御
事

　
　

�

右
之
旨
少
も
相
違
御
座
有
間
敷
候
、
か
様
ニ
御
請
状
仕
上
申
、
以
後
私
触
内
ニ

若
き
り
し
た
ん
宗
門
之
者
御
座
候
か
、
又
此
儀
ニ
付
而
不
届
儀
御
座
候
を
余
人

よ
り
聞
召
被
出
候
ハ
ヽ
、
其
身
之
儀
は
不
及
申
上
庄
屋
を
如
何
様
ニ
も
曲
事
ニ

可
被
仰
付
候
、
為
後
日
御
請
状
申
上
候
処
如
件

　
　
　

寛
永
拾
弐
年�

東
神
野
村　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

霜
月
十
四
日�

相
右
衛
門
㊞

　
　
　
　

伊
藤
兵
太
夫
様

　
　
　
　

上
川
清
兵
衛
様

　

こ
の
よ
う
に
、
臼
杵
藩
は
、
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
に
、
幕
府
が
宗
門
改
を

命
じ
た
こ
と
に
基
づ
き
、「
い
え
」
毎
に
起
請
文
を
作
成
さ
せ
る
と
と
も
に
檀
那
寺

に
も
証
明
さ
せ
、
村
組
毎
に
集
約
し
て
、
庄
屋
に
責
任
を
も
っ
て
管
理
さ
せ
る
よ
う

に
請
状
も
提
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
臼
杵
藩
の
キ

リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
の
根
本
資
料
と
し
て
藩
宗
門
方
が
保
存
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
．
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
の
文
書

　

島
原
・
天
草
一
揆
以
後
、
幕
府
に
よ
る
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
は
さ
ら
に
強
化
さ

れ
た
。
臼
杵
藩
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
拾
人
組
」
を
「
五
人
組
」
と
し
て
再

編
し
相
互
監
視
を
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
、
キ
リ
シ

タ
ン
禁
制
政
策
と
し
て
新
た
な
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　

正
保
三
年（
一
六
四
六
）八
月
一
六
日
付
け
の
池
原
村
一
軒
と
寺
小
路
村
四
軒（
と

も
に
臼
杵
市
）
で
編
成
さ
れ
た
五
人
組
に
よ
る
「
き
り
し
た
ん
宗
門
重
而
御
改
ニ
付

五
人
組
御
書
物
之
事
」（
史
料
５
、
図
３
）
を
み
て
み
よ
う
。

［
史
料
５
］

　
　
　

き
り
し
た
ん
宗
門
重
而
御
改
ニ
付
五
人
組
御
書
物
之
事

　

一�

宗
門
之
所
、組
中
能
改
、其
々
之
寺
請
之
判
形
五
人
組
互
ニ
住
持
と
直
段
ニ
銘
々

（
８
）

図２�　「重而きりしたん宗門御改被成ニ付御請状之事」（マレガ文書Ａ２.�
４.�10.�２.�１）
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取
申
候
、
少
に
て
も
不
審
成
儀
御
座

候
ハ
ヽ
、
組
中
よ
り
早
速
可
申
上
候

御
事

　

一�

古
き
り
し
た
ん
死
人
御
座
候
時
ハ
、

庄
屋
・
弁
指
・
五
人
組
に
も
見
せ
頼

申
寺
ニ
取
置
せ
可
申
候
、
但
古
き
り

し
た
ん
に
て
無
之
者
ハ
五
人
組
計
ニ

死
骸
を
見
せ
、
右
之
通
り
ニ
取
置
可

申
候
御
事

　

一�

家
内
男
女
ニ
よ
ら
す
寺
々
う
ら
判
を

取
、
五
人
組
之
者
ニ
見
せ
申
、
少
も

疑
敷
不
仕
候
、
重
而
置
替
候
者
も
、

右
之
通
り
ニ
改
、
五
人
組
ニ
見
せ
可

申
候
、
付
り
宗
門
替
さ
せ
申
間
敷
候

御
事

　

一�

往
来
之
者
一
夜
之
宿
仕
候
ハ
ヽ
、
則

五
人
組
合
又
隣
三
軒
ニ
相
届
ケ
其
村

弁
指
迄
相
断
可
申
候
、
若
不
審
ニ
相
見
へ
候
ハ
ヽ
惣
庄
屋
ニ
可
申
候
、
何
者
ニ

よ
ら
す
他
所
よ
り
参
及
二
、
三
日
逗
留
仕
候
ハ
ヽ
、
庄
屋
・
弁
指
ニ
相
届
ケ
宗

門
を
改
、
何
宗
と
書
物
を
さ
せ
其
上
御
郡
代
ニ
申
達
、
御
指
図
次
第
ニ
可
仕
候

御
事

　

一�

五
人
組
之
内
き
り
し
た
ん
宗
門
之
事
ハ
不
及
申
諸
事
被　

仰
付
候
儀
疑
敷
所
御

座
候
ハ
ヽ
、
組
中
よ
り
於
申
上
ル
ハ
、
本
人
之
外
組
中
科
を
御
免
可
被
成
候
、

若
他
所
又
ハ
余
人
よ
り
申
来
り
候
ハ
ヽ
、
被
遂
御
穿
鑿
ヲ
、
組
中
曲
事
ニ
可
被

仰
付
候
、
為
後
日
如
件

　
　
　
　
　

正
保
三
年
八
月
十
六
日

（
付
箋
Ａ
）

（
付
箋
Ｂ
）

（
付
箋
Ｃ
）

野
津
香
ノ
村
之
内
池
原
村
与
兵
衛
夫
婦
并
男
子
長
三
郎
、
女
子

壱
人
禅
宗
也
、
但
シ
与
兵
衛
母
は
前
ハ
吉
利
支
丹
也
、
慶
長
十

九
年
之
御
改
時
こ
ろ
び
禅
宗
ニ
罷
成
候
、
右
合
五
人
、
当
寺
旦

那
其
紛
無
之
者
也
、
仍
一
筆
如
件

　
　
　

正
保
三
年
八
月
十
六
日　
　
　
　

野
津　

普
現
寺

�

格
首
座
㊞

　
　
　

御
奉
行
所

池
原
村

　

与
兵
衛
㊞

野
津
香
ノ
村
ノ
内
寺
小
路
村
市
蔵
禅
宗
に
て
御
座
候
、
并
ニ
弟

彦
坊
、
同
七
蔵
、
同
平
介
、
同
妹
壱
人
、
合
六
人
同
宗
、
右
市

蔵
母
ノ
所
前
方
き
り
し
た
ん
に
て
御
座
候
を
、
元
和
八
年
ニ
こ

ろ
ひ
当
寺
旦
那
紛
無
御
座
候
、
仍
寺
請
判
形
如
件

　
　
　

正
保
三
年
八
月
十
六
日　
　
　

野
津　

普
現
寺

�

格
首
座
㊞　

　
　
　

御
奉
行
所

寺
小
路
村

　

市　

蔵
㊞

野
津
て
ら
こ
う
ち
村
作
介
夫
婦
、
男
子
長
三
郎
、
弟
惣
太
郎
并

ニ
久
太
郎
夫
婦
、
親
夫
婦
、
合
九
人
、
代
々
一
向
宗
当
寺
旦
那

紛
無
御
座
候
、
仍
寺
請
判
形
如
件

　
　
　

正
保
三
年
八
月
十
五
日　

三
重
中
村　

乗
蓮
寺

�

了
信
（
花
押
）

　
　
　

御
奉
行
所

同　

村

　

作　

介
㊞

図３�　「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」
（マレガ文書Ａ２.�３.�３.�１）
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（
付
箋
Ｄ
）

（
付
箋
Ｅ
）

（
付
箋
Ｆ
、
Ｅ
の
下
に
貼
付
）

　
　
　
　

御
奉
行

　
　
　
　
　

後
藤
右
馬
助
様

　
　
　
　
　

小
川
猪
左
衛
門
様

　

キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
関
し
て
守
る
べ
き
五
項
目
が
記
さ
れ
、
五
軒
の
当
主
が
署
名

捺
印
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
い
え
」
毎
に
旦
那
で
あ
る
と
檀
那
寺
が
証
明
し
た
付
箋

を
貼
り
付
け
て
い
る
。「
い
え
」
に
檀
那
寺
が
異
な
る
者
が
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
檀
那
寺
か
ら
証
明
を
も
ら
い
、
重
ね
て
貼
り
付
け
て
あ
る
。
例
え
ば
、
五
軒
目

の
寺
小
路
村
善
吉
の
「
い
え
」
の
場
合
、
二
人
が
戸
次
（
大
分
市
）
妙
正
寺
の
旦
那

（
Ｅ
）、
四
人
が
野
津
（
臼
杵
市
）
普
現
寺
の
旦
那
（
Ｆ
）
で
あ
る
と
い
う
各
々
の

寺
の
証
明
が
重
ね
て
貼
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
一
枚
で
五
軒
の
「
い
え
」
合
計
三

〇
人
の
証
明
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
五
人
組
の
中
に
は
、
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
と
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）

に
転
ん
だ
者
が
一
人
ず
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
檀
那
寺
の
証
明
書
の
中
に
、
転
び
キ
リ

シ
タ
ン
の
人
名
、
転
ん
だ
年
号
と
と
も
に
、
現
在
は
当
寺
の
旦
那
で
あ
る
と
明
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
き
り
し
た
ん
宗
門
重
而
御
改
ニ
付
五
人
組
御
書
物
之
事
」

が
、
マ
レ
ガ
文
書
Ａ
５
に
約
一
〇
〇
通
含
ま
れ
て
い
る
。
藩
宗
門
方
が
領
内
全
て
の

五
人
組
分
を
所
持
し
て
い
れ
ば
、
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
の
管
理
だ
け
で
な
く
、
領
民
全

て
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
藩
は
同
時
期
に
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
を
対
象
と
し
た
「
こ
ろ
ひ
き
り
し
た
ん

宗
門
重
而
御
改
ニ
付
御
請
状
之
事
」を
提
出
さ
せ
て
い
る
。史
料
６
の
正
保
三
年（
一

六
四
八
）
八
月
五
日
付
け
「
こ
ろ
ひ
き
り
し
た
ん
宗
門
重
而
御
改
ニ
付
御
請
状
之
事
」

は
、
か
つ
て
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
宮
河
内
村
（
大
分
市
）
の
助
左
衛
門
が
転
び
、

「
い
え
」
全
員
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
こ
と
を
記
し
、
檀
那
寺
が
証
明
し
た
文
書

で
あ
る
。

［
史
料
６
］

　
　
　

こ
ろ
ひ
き
り
し
た
ん
宗
門
重
而
御
改
ニ
付
御
請
状
之
事

　

一�

私
ま
へ
か
と
き
り
し
た
ん
ニ
而
御
座
候
へ
共
、
慶
長
拾
九
年
に
こ
ろ
ひ
申
候
、

妙
正
寺
を
頼
申
浄
土
真
宗
ニ
罷
成
、
其
後
心
中
少
も
き
り
し
た
ん
ニ
立
帰
り
申

野
津
香
ノ
村
ノ
内
寺
小
路
村
小
三
郎
禅
宗
に
て
御
座
候
、
并
ニ

弟
小
市
郎
、
同
長
蔵
同
宗
、
小
三
郎
母
前
方
き
り
し
た
ん
に
て

御
座
候
ヲ
、
元
和
八
年
ニ
こ
ろ
ひ
当
寺
旦
那
ノ
所
其
紛
無
御
座

候
、
仍
寺
請
判
如
件

　
　
　

正
保
三
年
八
月
十
六
日　
　
　

野
津　

普
現
寺

�

格
首
座
㊞　

　
　
　

御
奉
行
所

同　

村

　

小
三
郎
㊞

野
津
香
ノ
村
之
内
て
ら
こ
う
ち
村
善
吉
代
々
一
向
宗
ニ
て
御
座

候
、
并
男
子
作
同
宗
、
当
寺
之
旦
那
ニ
紛
無
御
座
候
、
仍
寺
請

判
形
如
件

　
　
　

正
保
三
年
八
月
十
六
日　
　

戸
次　

妙
正
寺　

覚
恵
㊞

　
　
　
　

御
奉
行
所

同　

村

　

善　

吉
㊞

野
津
香
ノ
村
ノ
内
寺
小
路
村
善
吉
女
房
、
男
子
小
作
、
娘
壱
人
、

し
う
と
め
壱
人
、
合
四
人
、
禅
宗
当
寺
旦
那
紛
無
御
座
候
、
仍

寺
請
判
形
如
件

　
　
　

正
保
三
年
八
月
十
六
日　
　
　

野
津　

普
現
寺

�

格
首
座
㊞　

　
　
　

御
奉
行
所

（
９
）
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事
無
御
座
候
、
其
上
寛
永
拾
壱
年
之
御
改
に
御
奉
行
石
丸
権
兵
衛
殿
御
前
に
て

き
り
し
た
ん
の
絵
形
を
ふ
ミ
申
候
、
右
之
通
仕
候
上
ハ
我
々
き
り
し
た
ん
と
申

訴
人
御
座
有
間
敷
候
、
此
上
に
て
も
御
不
審
ニ
被
思
召
候
ハ
ヽ
何
も
の
ニ
よ
ら

す
そ
く
た
く
を
も
被
仰
付
御
穿
鑿
可
被
成
候
、
毛
頭
き
り
し
た
ん
に
て
無
御
座

候
御
事

　

一�

我
等
屋
敷
内
家
内
老
若
男
女
ま
て
も
、
此
御
書
物
寺
請
之
判
形
ニ
は
つ
れ
申
者

壱
人
も
無
御
座
候
御
事

　

一�

度
々
被
仰
出
候
諸
事
御
法
度
之
趣
、
尓
今
相
守
申
候
御
事

　

一�

右
之
条
々
少
も
相
違
無
御
座
候
、
若
以
来
於
相
背
は
如
何
様
之
曲
事
に
も
可
被

仰
付
候
、
為
後
日
証
文
如
件

　
　
　
　
　

正
保
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
「
浄
土
真
宗　
　
　

宮
河
内
村

　
　
　
　
　
　
　

八
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　

 
妙
正
寺　
　
　
　

助
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
同
㊞　
　
　
　
　

女
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同
㊞　
　
　
　
　

庄
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

浄
土
真
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

専
想
寺
㊞　
　
　

女
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

妙
正
寺
㊞　
　
　

権
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

同
㊞
」　　
　
　

 

七
次

　
　
　
　

小
倉
五
郎
八
殿

　
　
　
　

片
岡
三
郎
兵
衛
殿

　
　
　
　

渡
辺
太
郎
八
殿

　

助
左
衛
門
は
、
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
に
転
び
、
戸
次
（
大
分
市
）
妙
正
寺

の
旦
那
と
な
り
、
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
に
奉
行
石
丸
権
兵
衛
の
前
で
「
き
り

し
た
ん
の
絵
形
」
を
踏
ん
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
で
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
と
記
し
て
い

る
。
こ
の
文
書
か
ら
、
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
に
少
な
く
と
も
転
び
キ
リ
シ
タ

ン
を
対
象
と
し
た
絵
踏
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
マ
レ
ガ
氏
は
、
こ
の
絵
踏

を
「
臼
杵
藩
に
於
け
る
最
も
古
い
記
録
」
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
文
書
に
お
い
て
は
、「
い
え
」
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
の
上
方
に
檀
那
寺
の
署
名

捺
印
が
あ
る
。
宮
河
内
村
の
助
左
衛
門
の
「
い
え
」
で
は
、
一
人
だ
け
檀
那
寺
が
異

な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
檀
那
寺
に
持
参
し
署
名
捺
印
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

史
料
６
は
、
藩
宗
門
方
が
「
宮
川
内
村
こ
ろ
ひ
書
物　

助
左
衛
門
」
と
端
裏
に
記
し
、

保
管
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
か
ら
、
提
出
さ
れ
た
書
類
は
転
び
キ
リ
シ

タ
ン
の
基
礎
台
帳
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
の
「
き
り
し
た
ん
宗
門
重
而
御
改
ニ
付
五
人
組
御
書
物

之
事
」
と
「
こ
ろ
ひ
き
り
し
た
ん
宗
門
重
而
御
改
ニ
付
御
請
状
之
事
」
は
、
臼
杵
藩

が
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
を
再
編
整
備
し
強
化
し
よ
う
と
し
た
あ
ら
わ
れ
だ
と
い
え
、

五
人
組
制
度
や
寺
請
制
度
を
考
え
る
上
で
も
画
期
を
な
す
文
書
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
、
臼
杵
藩
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
開
始
期
の
文
書
に
関
し
て
検
討

し
て
き
た
。
こ
こ
で
、
本
報
告
の
概
要
と
マ
レ
ガ
文
書
の
も
つ
可
能
性
に
つ
い
て
ま

と
め
て
お
き
た
い
。

　

臼
杵
藩
は
、
表
面
上
キ
リ
シ
タ
ン
が
い
な
い
状
況
に
な
っ
た
寛
永
一
二
年
（
一
六

三
五
）、
幕
府
が
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
禁
止
を
厳
命
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
檀
那
寺
に

よ
る
旦
那
で
あ
る
と
い
う
証
明
が
書
き
込
ま
れ
た
「
い
え
」
毎
の
起
請
文
（「
き
り

し
た
ん
宗
門
御
改
ニ
付
起
請
文
前
書
之
事
」）
を
作
成
さ
せ
た
。
こ
の
起
請
文
は
村

組
毎
に
集
約
さ
れ
、
庄
屋
が
と
り
ま
と
め
て
「
き
り
し
た
ん
宗
門
御
改
之
御
帳
」
を

作
成
し
、
起
請
文
及
び
庄
屋
の
請
状
と
と
も
に
藩
宗
門
方
に
提
出
し
て
い
た
。
ま
た
、

臼
杵
藩
は
五
人
組
制
度
を
整
え
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）、
五
人
組
毎
に
「
き
り

し
た
ん
宗
門
重
而
御
改
ニ
付
五
人
組
御
書
物
之
事
」
を
作
成
さ
せ
、
藩
宗
門
方
に
提

出
さ
せ
た
。
こ
の
文
書
に
は
、「
い
え
」
毎
に
檀
那
寺
か
ら
旦
那
で
あ
る
証
明
書
を

も
ら
い
貼
り
付
け
て
い
た
。
こ
の
文
書
を
み
る
と
、
五
人
組
は
村
を
越
え
て
編
成
さ

（
別
筆
）

（
10
）
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れ
、
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
を
散
ら
ば
ら
せ
、
お
互
い
の
繋
が
り
を
断
ち
、
五
人
組
で
相

互
監
視
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
開
始
期

で
あ
る
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
と
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
提
出
さ
れ
た
文

書
類
は
、
藩
宗
門
方
が
保
管
・
活
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
の

写
し
が
村
や
寺
院
に
保
存
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
マ
レ
ガ
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
文
書
が
こ
の
時
期
の
研
究
の
根
本
史
料

と
い
え
る
。

　

臼
杵
藩
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
関
す
る
文
書
は
、
一
部
の
村
等
に
残
る
一

八
世
紀
以
後
の
文
書
と
藩
御
会
所
で
議
題
と
さ
れ
た
記
録
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
残
っ

て
い
な
か
っ
た
。
村
等
か
ら
提
出
さ
れ
藩
宗
門
方
が
保
管
し
て
い
た
文
書
が
、
マ
レ

ガ
文
書
に
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
マ
レ
ガ
文
書
の
調
査
研
究
が
進

ん
で
い
く
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
藩
宗
門
方
に
よ
る
提
出
文
書
の
保
管

方
法
・
活
用
方
法
や
村
々
の
類
族
の
生
活
等
、
様
々
な
こ
と
が
具
体
的
に
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
注
〕

（
１
）　

調
査
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
松
井
洋
子
「
マ
レ
ガ
神
父
収
集
文
書
群
の
魅
力
を
保

存
し
伝
え
る
︱
調
査
方
法
と
進
捗
状
況
の
紹
介
︱
」（「
マ
レ
ガ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
ｉ
ｎ
臼
杵
『
バ
チ
カ
ン
図
書
館
所
蔵
マ
レ
ガ
神
父
収
集
豊
後
キ
リ
シ

タ
ン
文
書
群
の
魅
力
』
予
稿
集
、
二
〇
一
四
）、
大
友
一
雄
「
バ
チ
カ
ン
図
書
館
所
蔵

豊
後
キ
リ
シ
タ
ン
史
料
群
と
マ
リ
オ
・
マ
レ
ガ
神
父
」（『
歴
史
と
地
理　

日
本
史
の

研
究
』
二
四
八
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五
）、
拙
稿
「
マ
レ
ガ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

係
る
平
成
二
五
年
度
概
要
調
査
」（『
史
料
館
研
究
紀
要
』
一
九
、
大
分
県
立
先
哲
史

料
館
、
二
〇
一
五
）
等
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）　

臼
杵
藩
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
に
つ
い
て
は
、
村
井
早
苗
『
幕
藩
制
成

立
と
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
』（
文
献
出
版
、
一
九
八
七
）、
同
『
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
と
民

衆
の
宗
教
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）、
豊
田
寛
三
「
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
圧
」（『
大

分
市
史　

中
』
大
分
市
、
一
九
八
七
）
を
は
じ
め
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
。
本
報
告
も
、

こ
れ
ら
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
３
）
マ
レ
ガ
文
書
Ａ
２
・
４
・
10
・
１
・
１
（『
豊
後
切
支
丹
史
料
』
八
八
頁
）。
マ
レ
ガ
神
父

は
、
収
集
し
た
史
料
群
の
一
部
を
『
豊
後
切
支
丹
史
料
』（
サ
レ
ジ
オ
会
、

一
九
四
二
）・『
続
豊
後
切
支
丹
史
料
』（
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
一
九
四
六
）
と
し
て
出

版
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
同
書
所
収
史
料
に
つ
い
て
も
新
た
に
原
史
料
か
ら
翻
刻

し
た
が
、
参
考
の
た
め
同
書
の
収
載
頁
を
注
記
す
る
。

（
４
）
臼
杵
藩
に
お
い
て
は
、
各
村
組
に
総
括
責
任
者
と
し
て
原
則
一
人
の
「
庄
屋
」、
各

村
に
「
弁
指
」
が
置
か
れ
た
。
庄
屋
は
慣
用
的
に
「
大
庄
屋
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
以
後
は
、
庄
屋
を
「
大
庄
屋
」、
弁
指
を
「（
小
）
庄
屋
」

と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
５
）
マ
レ
ガ
文
書
Ａ
２
・
３
・
13
・
１
。『
豊
後
切
支
丹
史
料
』
九
二
頁
の
表
に
は
史
料
中
の

各
村
の
人
数
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）『
豊
後
キ
リ
ス
ト
教
史
』（
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
、
二
〇
〇
一
）
に
、
サ
レ
ジ
オ
神

学
院
所
蔵
史
料
と
し
て
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
マ
レ
ガ
文
書
Ａ
２
・
４
・
10
・
２
・
１
。『
豊
後
切
支
丹
史
料
』
九
五
頁
に
は
野
津
中
村

庄
屋
の
文
書
（
マ
レ
ガ
文
書
Ａ
２
・
４
・
10
・
３
・
１
）
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
マ
レ
ガ
文
書
Ａ
２
・
３
・
３
・
１
（『
豊
後
切
支
丹
史
料
』
一
〇
三
頁
）。

（
９
）
マ
レ
ガ
文
書
Ａ
２
・
３
・
１
・
１
（『
豊
後
切
支
丹
史
料
』
九
八
頁
）。

（
10
）『
豊
後
切
支
丹
史
料
』
九
九
頁
。

［
付
記
］

　

本
稿
は
、
二
〇
一
四
～
一
五
年
度
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
特
定
共
同
研
究
「『
豊
後
切

支
丹
史
料
』
及
び
そ
の
原
文
書
の
史
料
学
的
研
究
」（
研
究
代
表
者　

松
井
洋
子
）
及
び
人

間
文
化
研
究
機
構
日
本
関
連
在
外
資
料
調
査
研
究
「
バ
チ
カ
ン
図
書
館
所
蔵
マ
リ
オ
・
マ

レ
ガ
収
集
文
書
の
保
存
・
公
開
に
関
す
る
調
査
研
究
（
マ
レ
ガ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）」（
研

究
代
表
者　

国
文
学
研
究
資
料
館
・
大
友
一
雄
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

な
お
、
写
真
は
す
べ
て
マ
レ
ガ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
よ
り
提
供
を
受
け
た
。
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